
 

益子町空き家バンクリフォーム補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、益子町空き家バンク制度実施要綱（平成２８年告示第１２９号）に

定める空き家バンクへの空き家情報登録を促進し、空き家の有効活用による地域の活性

化及び移住定住促進に寄与することを目的に、空き家バンクに登録された物件のリフォ

ーム工事に係る費用に対し、町が予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

補助金の交付に関し、益子町補助金等交付規則（昭和４８年規則第５号）に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 空き家 現に居住していない個人が所有する住居として利用可能な戸建て住宅又は

併用住宅（２分の１以上が住宅の用途に供するもの）をいう。 

(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家の売却又は賃貸

（以下「売却等」という。）を行うことができる者をいう。 

(3) リフォーム工事 空き家の安全性、居住性、機能性等の維持及び向上のために行う

修繕、模様替え、増改築に係る工事（以下「工事等」という。）をいう。 

(4) 入居者 売買契約の成約により、新たに当該空き家の所有者となることが決定して

いる者、又は賃貸借契約の締結により、当該空き家を賃借することが決定している者

をいう。 

(5) 入居予定者 売買又は賃貸借契約は締結していないが、売買又は賃貸借に係る所有

者等の同意を書面により得ている者で、工事等が完了するまでに、売買契約又は賃貸

借契約を締結する者をいう。 

(6) 子育て世帯等 子育て世帯又は若者夫婦世帯をいう。 

(7) 子育て世帯 空き家のリフォーム工事を実施する者が、空き家リフォーム支援事

業に係る補助金を事業主体に交付申請する年度の前年度の４月１日時点で18歳未満の

子（妊娠中の子を含む。）と同居する世帯をいう。 

(8) 若者夫婦世帯 空き家のリフォーム工事を実施する者が、空き家リフォーム支援

事業に係る補助金を事業主体に交付申請する年度の前年度の４月１日時点で夫婦（届

出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。）のいずれかが39歳以

下である世帯をいう。 



 

(9) 県空き家バンク 栃木県が運営する「とちぎ空き家サイト」に掲載されている空き

家バンク 

(10) 町空き家バンク 益子町が運営する空き家バンク 

（交付対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、所有者等、入居者又は入居予定者で、次に掲げる全ての

要件を満たす者とする。 

(1) 町税等を滞納していない者 

(2) 県空き家バンク及び町空き家バンク制度の物件登録者又は利用者であり、個人であ

ること。（子育て世帯等のみ。） 

(3) 町空き家バンク制度の物件登録者又は利用者であり、個人であること。 

(4) 対象空き家を、移住者向けの居住又は賃貸住宅の用途で補助金の交付を受けた日か

ら１０年以上使用することを誓約できること。 

(5) 入居者又は入居予定者が、町外からの移住者であること（子育て世帯等は除く。）

及び補助金の実績報告の日までに、本町に移住していること。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となるリフォーム工事の経費は、次に掲げる要件に該当する

経費とする。 

(1) 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４５条及び第５７条、益子町障害者日常

生活用具給付事業実施要綱（平成２０年告示第６８号）、益子町木造住宅耐震改修費

補助金交付要綱（平成２９年告示１９号）、益子町身体障害者住宅改修費給付事業実

施要綱（平成２０年告示７０号）その他法令等の規定に基づき交付を受ける住宅改修

に係る補助金等の交付を受けていないこと。 

 

 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、子育て世帯等については、工事等費用の３分の２に相当する額と

し、１００万円を限度とする。子育て世帯等以外については、工事等費用の２分の１に

相当する額とし、５０万円を限度とする。この場合において、補助金の額に千円未満の

端数があるときは、これを切り捨てる。 

２ 補助金は、同一住宅（併用住宅を含む。）又は同一人に対し、１回に限り交付するも

のとする。 



 

（交付の申請期間） 

第６条 補助金の交付申請を行うことができる期間は、売買契約若しくは賃貸借契約を締

結した日、又は売買若しくは賃貸借の同意が書面により得られた日から２年を経過する

までの期間とする。 

２ 補助金の交付が決定する前に工事等に着手している場合は、補助対象外とする。 

（交付の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、空き家バンクリフォーム補助金（子育て世

帯等・子育て世帯等以外）交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて町長

に提出しなければならない。 

(1) 工事等に係る見積書の写し 

(2) 工事等を行う住宅の外観及び施工予定箇所の写真 

(3) 売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し、又は売買若しくは賃貸借の同意が得られ

たことを証する書類 

(4) 工事等に係る所有者の同意が得られたことを証する書類（入居者及び入居予定者に

限る。） 

(5) 入居者又は入居予定者が町外からの移住であることを証する書類（子育て世帯等は

除く。） 

(6) 誓約書兼同意書（別紙） 

(7) 子育て世帯等を証する書類（子育て世帯等のみ。） 

(8) その他町長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第８条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請書に係る書類の審査を行

い、速やかに補助金の交付の可否を決定し、空き家バンクリフォーム補助金（子育て世

帯等・子育て世帯等以外）交付決定通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

 （交付申請の変更） 

第９条 前条の規定により交付の決定を受けたものが、申請内容を変更するときは、速や

かに空き家バンクリフォーム補助金（子育て世帯等・子育て世帯等以外）変更交付申請

書（様式第３号）に内容変更を証する書類を添えて町長に提出し、その承諾を受けなけ

ればならない。ただし、軽微な変更であって町長が認めたものについては、この限りで

はない。 

（実績報告） 



 

第１０条 補助金の交付の決定を受けた者は、工事等が完了したときは、速やかに空き家

バンクリフォーム補助金（子育て世帯等・子育て世帯等以外）実績報告書（様式第４

号）に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。 

(1) 工事等に係る費用の領収書の写し 

(2) 工事等を行った箇所の完了後の写真 

(3) 売買契約書又は賃貸借契約書の写し（申請時において売買又は賃貸借の同意が得ら

れたことを証する書類を提出した者に限る。） 

(4) 入居者又は入居予定者が本町へ移住したことを証する書類（子育て世帯等は除

く。） 

(5) その他町長が必要と認める書類 

（補助金交付額の確定等） 

第１１条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適正と認めたとき

は、交付すべき補助金の額を確定し、空き家バンクリフォーム補助金（子育て世帯等・

子育て世帯等以外）交付額確定通知書（様式第５号）により、交付申請者に通知するも

のとする。 

（補助金の請求） 

第１２条 前条の規定により通知を受けた交付申請者は、空き家バンクリフォーム補助金

（子育て世帯等・子育て世帯等以外）交付請求書（様式第６号）に、交付額確定通知書

の写しを添えて、工事等が完了した日から起算して１４日以内に提出しなければならな

い。 

（補助金の返還） 

第１３条 町長は、偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けた者に対し、既に交

付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

 

 （その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 


